












各区の障害者支援課で開催している身体障害者手帳説明会ですが、

★ご不明な点はお問合せください。

↓掲載場所↓
まずは『静岡市』で検索！静岡市公式HPを開き、以下の順にページを進んでください。

①くらし → ②福祉・介護 → ③障がい者福祉

→④行政情報・データベース → ⑤制度利用の手引き等

→⑥令和３年版障がい者（児）福祉のしおり
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_003201_00001.html

『たくさん人が集まる場所はちょっと・・・』

という方々のために、説明会の動画を静岡市ホームページ（公式YouTube）に

掲載しました。お好きな時に、ご自宅や外出先でスマートフォンやパソコンから、

実際の説明会で上映する動画と同じものが視聴できます。
❢動画視聴の前に、身体障害者手帳と「障がい者（児）福祉のしおり」をお手元にご用意ください❢

※手帳・しおりは、障害者支援課窓口で事前にお受取りください。

身体障害者手帳説明会を

静岡市ホームページ（公式YouTube）

で視聴できます！

市公式YouTubeに移動し、

スライド動画が流れます。① ②
静岡市公式HP『令和3年度版障がい者（児）

福祉のしおり』の

「こちら」をクリック

駿河福祉事務所障害者支援課

電話：054-287-8690

（平日 8：30～17：15）



静岡市障害者虐待防止センター
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。

平手打ちにする・殴る・蹴る・つねる・縛る・閉じ込める・必要のない投
薬により行動を抑制する

裸にする・性器への接触・わいせつな話をする・わいせつな映像を見せる

身体的虐待

性的虐待

十分な食事を与えない・不潔な住環境で生活させる・必要な医療や福祉
サービスを受けさせない・虐待を放置する

放棄・放任
（ネグレクト）

怒鳴る・ののしる・悪口を言う・わざと無視する・侮辱する・仲間に入
れない

経済的虐待
年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要な
金銭を与えない

心理的虐待

各区福祉事務所 障害者支援課

虐待の種類と具体例

障害者虐待防止法

葵区福祉事務所　障害者支援課 221-1099
8:30～17:15
（平日のみ）

清水区福祉事務所　障害者支援課 354-2106
8:30～17:15
（平日のみ）

駿河区福祉事務所　障害者支援課 287-8660
8:30～17:15
（平日のみ）

清水区福祉事務所　蒲原出張所 385-7790
8:30～17:15
（平日のみ）

※夜間休日は各区役所の代表番号へお電話ください

区
主に対応

する

障がい種別
相談窓口の名前 電話 住所 FAX

身体 障害者生活支援センター城東 249-3222 城東町24-1 209-0230

知的 サポートセンターコンパス北斗 278-7828 慈悲尾180 277-3019

精神 静岡市支援センターなごやか 249-3189 城東町24-1 209-0163

身体 ひまわり事業団ピアサポート 287-5588 曲金5-4-58 287-4922

知的
静岡済生会療育センター令和
地域支援・相談室「やさしい街に」

285-0789 曲金5-3-30 285-0789

精神 静岡市支援センターみらい 285-8871
曲金三丁目1-30
南部保健福祉センター3階

285-8870

身体 清水障害者サポートセンターそら 366-7781 庵原町219-18 366-7780

知的 障害者相談支援センターわだつみ 335-1031 駒越西2-10-10 335-7821

精神 はーとぱる 337-1746 村松原3-14-8 336-7655

市内
全域

重症心身

障がい アグネス静岡 249-2833 葵区城北117 249-2831

市内
全域

基幹相談

（障がい全般） 障害者相談支援推進センター 266-7719
葵区城内町1-1
静岡市中央福祉ｾﾝﾀ-3階

254-6880

清
水
区

9:00～18:00
(平日のみ)

9:00～17:00
(平日のみ)

9:00～17:00
(月～土)

8:30～17:00
(平日のみ)

24時間対応
(休日含む)

受付時間

葵
　
区

8:30～17:15
(平日のみ)

8:30～17:00
(平日のみ)

9:00～18:00
(月～土)

駿
河
区

9:00～17:00
(平日のみ)

8:30～17:15
(平日のみ)

9:00～18:00
(月～土)



強度行動障がい者支援施設等

サポート事業 報告冊子の御案内

強度行動障がい者支援施設等サポート事業とは・・・

静岡市では、行動障がいのある方が安心して暮らせる地域を目指して、行動に課題の

ある方の支援を行う障がい福祉施設等において支援者を養成するため、アドバイザーや

コンサルタントを派遣しています。

①申請

②コーディネート

③派遣決定

④派遣

⑤サポートの実施

⑥報告書の提出

静岡市

アドバイザー

問題行動への対応
方法がわからない

事業の流れ

障がい福祉施設等

サポートを受けることで
支援の視点が変わります‼

行動に課題のある

方への支援について

スキルアップしたい！

実際にサポートを受けた施設の皆様

に御協力いただき、事業の報告冊子を

作成しました。（令和３年３月完成）

どのようなアドバイスがあり、どのよ

うに支援に取り組んだか、そしてどの

ような成果があったのか、という内容

をわかりやすく執筆いただきました。

冊子データは、以下URLから御確認

いただけます。

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_003174_00004.html

ぜひご覧いただき、日頃の支援の参考にしていただくとともに、強度行動障がい者支

援施設等サポート事業の利用についてもご検討ください。

また、紙媒体での冊子の提供を希望される方は、障害福祉企画課までご連絡ください。

＜事業・冊子に関するお問い合わせ先＞

静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 障害福祉企画課

〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 新館15階

電話 054-221-1198 FAX 054-221-1494

メール shougaifukushi@city.shizuoka.lg.jp



しつこい電話勧誘はイヤ！

通話録音装置で不安を減らそう！

－無料貸出のご案内－

市内在住の６５歳以上の方のいる世帯には、

通話録音装置を

最長３か月、無料でお試し できます！

申込方法

通話録音装置貸出の受付時間／申込窓口

※開庁日のみ

●対象者（65歳以上）の本人確認書類(運転免許証等)を受付窓口に
お持ちください。

【代理者の場合】
代理者の本人確認書類（運転免許証等）をお持ちください。
対象者の住所・氏名・生年月日・装置を接続する電話の電話番号を
記入していただきます。
※申込書をダウンロードして、あらかじめ記入等してくださっても構いません。

●申込書の確認後、装置の取扱方法などをお伝えし、先着順で、装置を
その場で貸し出します。

→対象者本人ではなくても、代理の方が、お越しいただいてもOK！

静岡市消費生活センターキャラクター「かいけつ！ハナミン」

静岡庁舎新館１階　生活安心安全課 井川支所

18・19番窓口　8:30～17:15 8:30～17:15

 駿河区役所３階　地域総務課 長田支所

区民生活係　８:30～17:15 ９:00～16:00

 清水庁舎４階　消費生活センター 蒲原支所　２階総務係

清水相談窓口　9:00～15:30 8:30～17:15



通話録音装置をモジュ
ラーケーブルで、今お使い
の電話機と自宅のモジュ
ラージャックにつなぐだけの
「簡単接続」！

モジュラーケーブル1本も
セットで貸し出します。

★事前予告の例
「この電話は振込め詐欺
の防止のため、会話内容
が自動録音されます」

１ 紙をもらう 生活安心安全課ほか貸出申込窓口
２ ダウンロードする 静岡市ホームページ 「通話録音装置 貸出」 で検索

利用申込書の入手方法

【問合せ先】
〒４２０－８６０２

静岡市葵区追手町５番１号 静岡市役所 静岡庁舎 新館１階
生活安心安全課 消費生活センター 電話 054-221-1054（平日8:30～17:15）

・実際に取り付けて使ってみて安心感があることが実感できました！

・迷惑電話が無くなりとても助かりました！

・携帯電話、県外からの電話に困惑していましたが設置により大幅に減りました！

・高齢者にとっては非常に有効で、オレオレ等の詐欺行為防止にはベストです！

通話録音装置を使った方の声

通話録音装置を設置した

94％以上の方が安心感を得ています！



見守るくん 

本文イラスト：黒崎 玄 見守り新鮮情報　第407号（2021年11月2日）発行： 独立行政法人国民生活センター 

見守り

新鮮情報

継続して見守ろう

ひとこと助言 ●インターネット通販のトラブルが障がい者にも起きています。目立つ大きな
文字で書かれている部分だけでなく、表示を隅々まで確認することなど、
家族や周りの人はインターネット通販を利用する際の注意点を本人としっかり
話し合っておきましょう。

●家族や周りの人が問題に気付くことが、障がい者の消費者トラブルを防い
だり、早期解決したりするために大切です。日頃から本人とコミュニケーション
を取り、いつもと違った様子はないか、不審な商品や請求書はないかなど、
気を配りましょう。

●繰り返し同様のトラブルに遭うこともあるため、継続して見守ること
が必要です。

●困ったことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等に
ご相談ください（消費者ホットライン188）。本人だけで相談するのが難しい
場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。

知的障がいのあるグループホームの

入 居 者 が、ネ ットで 初 回 980 円 の

脱毛クリームを購入した。昨日 2 回目が
届き、定期購入だと分かり、職員の

私に相談があった。入居者

本人から事業者に連絡

したところ、5 回分を

受 け 取って代 金を

支払わないと解約
できないと言わ
れたそうだ。すぐに

解約できないか。

（当事者：20歳代 女性）

障がい者のネット通販
周りの 人 も 見 守 っ て







対象者  脳血管障害や脳性麻痺等により身体障害者手帳 

をお持ちの方で医療を中断している方。 

      身体障がいのことや車椅子などの補装具のこ 

とでご相談のある方。 

日 程  毎月 第３火曜日（年末・年始、祝祭日を除く） 

     １4：0０～１5：３０  ※要予約 

場 所  地域リハビリテーション推進センター診察室 

相談医  地域リハビリテーション推進センター嘱託医 

杉山 育子医師 

持ち物  身体障害者手帳 

連絡先  静岡市地域リハビリテーション推進センター 

      （静岡市葵区城東町２４-1） 

      ℡054－2４９－３１８２ 

      （担当 上杉・板倉） 

◎事前に必ず予約をして下さい。 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補装具や車いす、身体障がいのことでお困

りはありませんか？ 

 

医学的専門相談 



（実施場所）

静岡市では視覚障がいのある方を対象に相談・支援
を行っております。

無料です。ただし、来所相談に伴う交通費などの経
費につ等が発生する場合はご負担いただきます。

 ご自宅や通所先などの日常生活の場にアドバイザー
が伺い、個々に応じたアドバイスをさせていただき
ます。
 地域リハビリテーション推進センターにお越しいた
だいての来所相談も承ります。

（費用）

視覚障害に関するご相談。
ご家族の支援に関するご相談。
どんな行政サービスが受けられるの？
自分の力で外出したい。
日常生活の不便さを軽減したい。など・・・

ご希望の方は・・・
静岡市地域リハビリテーション推進センター
静岡市葵区城東町２４－１
電話 ０５４－２４９－３１８２
担当 板倉（いたくら）・上杉（うえすぎ）

までご連絡をお願いします。

静岡市視覚障がいリハビリテーション事業のお知らせ



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような困りごとはありませんか？

制度 
□周囲から「そろそろ後見を」と言われ

たが、何をしていいかわからない。 

□成年後見制度を利用したいけれど、 

費用がかかると思い、悩んでいる。 

財産 
□定期預金の解約をしようとしたら、銀行

から制度を利用して手続きをするよう言

われた。 

□自分で金銭管理をすることが難しくなっ

てきた親族がいる。 

 

契約 
□福祉サービスを利用したいと思うが、 

一人で契約するのは心配だ。 

□物忘れが増えてきたので消費者被害が 

心配だ。 

 

〒420-0854 

静岡市葵区城内町１番１号（静岡市中央福祉センター２階） 

＜受託法人＞ 社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 

電話 054-275-0955    FAX 054-275-0956 

Mail:kenriyougo@shizuoka-shakyo.or.jp 

 

 

これから 
□障がいを持つ子どもの親亡き後が 

心配だ。 

□頼る人もいないので、「認知症になっ

たら」と思うと心配だ。 

 

静岡市
しずおかし

成年
せいねん

後見
こうけん

支援
しえ ん

センター
せ ん た ー

 

電話 054-275-0955 FAX 054-275-0956 

M a i l: kenriyougo@shizuoka-shakyo.or.jp 

静岡市葵区城内町１番１号（静岡市中央福祉センター内） 

 ■車でお越しの場合は、静岡市民文化会館地下駐車場

（有料）をご利用ください。駐車場から徒歩約 5分 

■静鉄ジャストラインバス 静岡駅（北口）より 

・県立病院高松線 県立総合病院方面行（10番のりば） 

・大浜麻機線 麻機方面行（三菱東京 UFJ銀行静岡 

支店前 16番のりば） 

※「英和女学院前」下車 徒歩 5分 

※公共交通機関をご利用ください。 

 

 

Q 後見人などがつくと、買い物はできなくなるの？ 

A 食べ物、洋服など日常生活に必要なものは自分で買えます。 

Q 申立費用はどのくらいかかるの？ 

A 印紙代や連絡用の郵便切手代、診断書作成費用などで 1万５ 

千円くらいかかります。 

  ※申立書類作成を専門家に依頼すると別途費用がかかります。 

Q 成年後見人等に支払う費用はどのくらいかかるの？ 

A １年間に行った成年後見人等の業務内容により異なります。

本人の資産を考慮して家庭裁判所が決定します。 

 

 

成年後見制度を

紹介するよ！ 

気軽に相談 

してね！ 

 

 

まずは 

 

へ！！ 

静岡市
し ず お か し

 

成年
せいね ん

後見
こうけ ん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 
～これからも安心して暮らしていくために～ 

静岡市成年後見支援センター 

2021年 4月１日作成 



 

 

静岡市成年後見支援センターってどんなところ？ 

 

 

 

静岡市成年後見支援センターは、成年後見制度に関する相談、広報・研修、市民後見

人の養成を通して、成年後見制度の利用の促進を図ることを目的としています。静岡

市から委託を受け、社会福祉法人静岡市社会福祉協議会が運営しています。 

 

〇成年後見制度に関する市民向け講演会、関係機関向け研修 

○福祉事業所等の職員研修などに出張しての制度説明 

〇成年後見制度に関する広報 

判断能力が十分でなくなった人（認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者

など）が、医療や介護に関する契約を結んだり、預貯金の払い戻しや解約、遺産

分割の協議、不動産の売買などをする場合に、ご本人に不利益な結果を招かない

よう、ご本人を保護して支える人が必要になります。 

このように、判断能力が十分でない人のために、支援する人（成年後見人等※）

を選び、この支援者がご本人のために活動するのが成年後見制度です。 

成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制

度」と、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」

の２つの仕組みがあります。※成年後見人等・・成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人      

 
 

家庭裁判所によって、成年後見人等（任意後見人を除く）が選ばれる制度です。 

ご本人の判断能力に応じて「後見」・「保佐」・「補助」の 3つの制度があります。 

家族やご本人が家庭裁判所に審判の申立を行い、家庭裁判所から選任された成年後見人等が

判断能力の程度によって異なる権限（後見、保佐、補助）の範囲内で支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめご本人自らが選んだ人（任意後見人） 

に代わりにしてもらいたいことを契約（任意後見契約）で決めておく制度です。 

成年後見制度のあらまし 

 

 概要 開催日時・場所 

一般相談 
センター職員によ

る成年後見制度に

関する一般相談。 

＜受 付＞月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

9時～17時まで 

場 所 静岡市成年後見支援センター 

＜予約制ではありませんがまずはお電話をください。＞ 

相談会 
＜事前予約制＞ 

当日予約可 

３区で毎月開催。

司法相談員（弁護

士又は司法書士）

とセンター職員

（社会福祉士）の

2名で行います。 

１件４０分程度。 

＜葵 区＞第 4火曜日 ※祝日等で変更あり 

13時～16時 40分まで 

場 所 城東保健福祉エリア保健福祉複合棟 

（静岡市葵区城東町 24－1） 

＜駿河区＞第 3水曜日 ※祝日等で変更あり 

     13時～16時 40分まで 

場 所 静岡市地域福祉共生センター みなくる 

（静岡市駿河区南八幡町３－１） 

＜清水区＞第 2木曜日 ※祝日等で変更あり 

13時～16時 40分まで 

場 所 清水社会福祉会館 はーとぴあ清水 

（静岡市清水区宮代町1－1）  

 

 

① 法定後見制度 

 

② 任意後見制度 

静岡市
しずおかし

成年
せいねん

後見
こうけん

支援
しえん

センター
せ ん た ー

 

電話 054-275-0955 FAX 054-275-0956 

受付 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）9時～17時 

場所 静岡市葵区城内町１番１号（静岡市中央福祉センター２階）

＜受託法人＞ 社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 

 

 

 

市民後見人とは？ 

ご本人の親族ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職でもない、地域に住む

一般市民による後見人です。ご本人にとって専門職よりも身近な存在である市民後見人は、住

民目線で、ご本人に寄り添ったきめ細やかなサポートができるという強みがあります。 

静岡市では、2018年度から「市民後見人養成研修」を行っており、2021年 2月には静岡

市初の市民後見人が誕生し現在活動をしています。 

判断能力が 

著しく 

不十分な方 

判断能力が 

 

不十分な方 

後見 保佐 補助 

1相談 

２広報・研修 

 

 

常に 

判断能力を 

欠いている方 

3市民後見人養成・支援 

相談無料 

支援の必要性 
高 低 


